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第１２５回 横浜市都市美対策審議会　議事録 

議題 １ 横浜市景観ビジョンの改定について（審議） 

２ 「（仮称）山手地区景観計画」及び「（仮称）山手地区都市景観協議地区」の素案の案について（審議） 

３ 各部会の開催状況について（報告） 

４ 都市デザインの広報について（報告） 

５ 現市庁舎街区等活用事業の進捗について（報告） 

６ その他 

日時 平成３０年７月１３日（金） ９：３０～１１：４５ 

開催場所 マツ・ムラホール

出席委員（敬称

略） 

西村幸夫（会長）、大西晴之、岡部祥司、加藤仁美、加茂紀和子、国吉直行、塩田久美子、鈴木智恵子、関

和明、中津秀之、野原卓、矢澤夏子 

欠席委員（敬称

略） 

真田純子 

出席した 

幹事・書記 

幹事：松嵜尚紀（政策局長代理 政策部政策担当部長）、田口政一（環境創造局長代理 政策調整部長）、中

川理夫（建築局長代理 企画部長）、曽我幸治（道路局長代理 計画調整部長）、蝦名隆元（港湾局長

代理 賑わい振興課担当課長）、小池政則（都市整備局長） 

書記：堀田和宏（都市整備局企画部長）、嶋田稔（都市整備局地域まちづくり部長） 

梶山祐実（都市整備局都市デザイン室長）、鴇田傑（都市整備局景観調整課長） 

説明者 議題１ 山田渚（都市整備局都市デザイン室 担当係長） 

議題２：島田浩和（都市整備局都心再生課担当係長） 

議題３：鴇田傑（都市整備局景観調整課長） 

議題４：梶山祐実（都市整備局都市デザイン室長） 

議題５：黒田崇（都市整備局都心再生課都心再生担当課長） 

開催形態 公開（傍聴者 0名、記者 0名） 

決定事項 議題１：本日の意見を踏まえ、検討内容を報告する。 

議題２：本日の意見を踏まえ法定手続きを進め、後日報告する。 

議  事 （議事の一部非公開について） 

○西村会長 まず会議の公開について事務局から説明をお願いしたいと思います。

○梶山書記 本日、議題１から４につきましては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第31条に基づ

き、公開とします。議題５につきましては同条例７条２項６号の「市の事業等の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるもの」に該当することから、同31条３項に基づき非公開としたいと思います。 

○西村会長 ありがとうございます。今、事務局から非公開の提案がありました議題５については横浜市都

市美対策審議会運営要綱第11条に基づき非公開ということにしたいと思います。（一同異議なし）では、議

題５を、議題６（その他）の後に行うということにしたいと思います。 

（１） 横浜市景観ビジョンの改定について（審議）

○西村会長 議事（１）「横浜市景観ビジョンの改定について」、事務局から説明をお願いします。

議題１について、事務局から説明を行った。 

○西村会長 現行の平成18年の景観ビジョンは29ページでしたが、今回は両方合わせると120ページを超え

ると。全体を通じてこういうものでいいのか、ユーザーの立場から言って使いやすいかといった視点でご意

見をいただければと思います。 

一つ質問ですけれども、これの最終的なアウトプットは印刷されるのですか。それともどこかネット上に
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掲載されるのですか。どんな形になるのでしょうか。 

○梶山書記 一部印刷するところもあるかと思いますが、基本的にはネット上のものを中心に普及していき

たいと思っておりまして、本編だけでも、本編と実践ガイドの両方合わせてでも使えるような形にはしたい

と思っております。 

○野原委員 ネット上ではＰＤＦですか。 

○西村会長 ＰＤＦです。 

○加茂委員 構成はすごくわかりやすくなっていて、いいと思うのですけれども、３ページの「１．身近な

景観づくりのヒント集」、「２．創造的協議による景観づくりの実録集」というのと、本編が逆になっていま

す。最初が１ですよね。あと、そこが色分けをされているのがわかりやすいとは思うのですけれども、本編

の色分けと、ここの部分の色分けが混ざっているので、どこに飛んでいったらいいか、インデックスを入れ

るなど、整合性をしっかりとしていただくといいのかなと思いました。 

 創造的協議という言葉もあったのですけれども、そこが今回のすごいポイントになるかと思うのですが、

まず創造的協議という言葉がぽんと出てきて、その後に創造的協議というのがいっぱい出てくるのですけれ

ども、そこの位置づけは、後ろに入っているだけということではなくて、もうちょっとフィーチャリングし

たほうがいいのかなという感想を持ちました。 

○梶山書記 こちらの色分け等のインデックスにつきましては、どういった形がわかりやすいかということ

で、もう一度整理をさせていただければと思います。 

 あと、創造的協議につきましても、今本編のほうではかなり細かく説明をしているのですが、そのほかの

ところはあっさりしているところもあるかもしれませんので、そこでつけ足して説明したほうがいいところ

については追記をしていければと思っております。 

○西村会長 「身近な景観づくりのヒント集」と「創造的協議」は順番が逆ですよね。それは単純ミスだと

思うけれども。それと、創造的協議に関しては本編のほうにきちんと書いてあるので、実践ガイドを見る方

にとっては、本編のここに載っているとかいうようなアナウンスがあるといいですよね。ありがとうござい

ます。 

○塩田委員 本編の５ページに入れられた図についてなのですが、今回のポイントとなる創造的協議という

言葉自体が市民目線からいくとすごく字面がかたいですし、お役所言葉的に見えるのです。本編の中で、枠

で囲って「創造的協議とは」というご説明されている中では、市民も参加できるものというふうに受け取れ

るのですけれども、この絵の中で、実践ガイドの創造的協議による景観づくりという矢印が事業者につなが

ってしまっているので、絵から受ける印象というのが本編の中に文章で書かれている印象と違って受け取れ

るのです。その辺をもう少し工夫していただいたほうが、市民としては参加しやすい感じに受け取れるよう

になると思います。他にもきっとそういう点があると思うので、一回見直していただけたらと思います。 

○野原委員 大きく分けて２点あります。１点は、本編の27ページに景観と景観づくりという、まさに大き

な骨格の考え方のところがあるのですけれども、ここで空間、営み、感性の３つで考えられています。本当

に大事なのは、空間のつながりというか、それら同士がどうかかわり合うかというのが景観を考えるときに

すごく重要な気がするのですけれども、全般的にその辺がわかりにくいです。例えば、今回は断面を使って

ご説明いただくというのが多分新しいチャレンジだと思うのですけれども、景観というのは、本当は二次元

ではなくて三次元というか、いろいろなものが絡み合ってできています。これだけで説明してしまうと断面

的なところだけを理解すればいいのかなと思ってしまう気がしました。断面の手前に、いろいろな類型みた

いなもので景観構成図というのが載っているのですけれども、これらを一緒に理解するというのはかなり高

度な頭がないとわかりにくいなという気がしています。かといっていきなりそこを直すのは難しいのです

が。 

もう一個、30ページ以降に横浜らしい景観をつくる10のポイントというのが書いてあるのですが、この10

のポイントがあまり横浜らしくないといいますか、全部ちゃんと景観を考えるときには考えましょうという

基本的なことしか書かれていないのです。例えば地形で見れば、横浜の地形というのはフィンガープランに

なっていて、要は谷と尾根が重なり合いながら谷戸がたくさんあるという風景があるとか、あるいは市街化

調整区域が４分の１もあって、横浜国大の目の前に行くとキャベツ畑の向こうにランドマークタワーが見え

るのですけれども、こんな形になっているよというのは言ってあげないとわからないのです。言われると、

気づくのですけれども、そういうふうに言わないとなかなか気づきにくいこと。それがどういう街全体の中

でできているかということ自身がみんなで共有すべき、基本的な横浜の景観のあり方みたいなものだと思い

ます。10のポイントのところに、もうちょっと具体的といったらあれですけれども、示唆がないと。もちろ
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ん地形を考えなさいとか、自然を考えなさいという考え方は大事ですけれども、そのときにどこを見ればい

いのかなというのは、もう少しガイドがあってもいいのではないかなという気がするのです。個々の地域に

行くと、地域のそれぞれの資源を洗って、それを使いながら魅力的な景観をとみんな考えると思うのですけ

れども、それが成り立っている基盤というか、そこにある景観の構造みたいなところはもう少し共有できた

ほうがいいのではないかなというふうに思いました。そういう意味で、広がりあるつながりみたいなものと

いうか、三次元としてどうつながっていくかという物の見方が大事だよというのはもう少し言ってもいいの

ではないかというのが大きく１点です。 

 大きな２点目は、本編の４章の実際の制度とか、取り組みの使い方だと思うのです。今横浜市さんでご準

備されている制度はほぼ全部載っていると思うのですけれども、一番わからないのは、これのどれを使えば

いいかとか、どうすればいいかということです。地域で考えるときはやはりすごく難しくて、実践編を読ん

だだけではわからないなというのが正直なところです。他でもそうで、議題２で山手の話が出てくると思う

のですけれども、山手はものすごくいろいろな手法が何重にも重なり合ってでき上がっていると思うのです

が、それら同士がどういう関わりの中で使われているかということがわからないと、どの制度を使っていい

かというのが使う側はわかりにくいと思うのです。全体のプラットフォームとして、どういう制度の形があ

りながら全体像があって、これらの個々の話があるのかなという、１枚ぐらい全体のガイドみたいなものが

あるとちょっとわかりやすいかなと思っています。他の自治体さんで私がやっているときも、せっかくつく

った制度が１件も使われていないものが結構あるのです。なぜかというと、いっぱいあってそれぞれの差が

わからないし、どうやってそれを使っていいか全然わからないので使えないというようなことです。メニュ

ーはあるのでやりたかったらやりなさいと言われても、どういう意味を持っているかわからないと使いにく

いです。もし、お勧めというかこういうのを使ってほしいというのがあるのであれば、積極的に使ってほし

いというメッセージはもうちょっと出してもいいのではないかなという気がするのです。今、メニューとし

ては全部並んでいるのですけれども、メニュー同士の使い方とか組み合わせ方みたいなものがちょっとわか

りにくいのではないかなという気がしました。以上です。 

○中津委員 六大事業が事の発端というか、都市デザインから景観制度になったスタート、歴史的なことな

のですが、よく考えたらこれに六大事業の説明が入っていないのです。六大事業によって実践された都市デ

ザインは載っているのですが、すごく簡単な話で、60年代後半と書いてありますけれども六大事業がいつ始

まったかなどです。例えば六大事業の事業というときに、正式な事業名称だったり、事業の順番が当時は重

要視されていまして、年とともにいろいろ順番が変わったりしているのはいいのかなと思うのですけれど

も、とりあえず六大事業とは何かというのを、この都市デザインの例というよりも、その事業名の説明ぐら

いはインデックスであったほうがいいのではないかなというのが簡単なことの一つです。 

 もう一つ、これは政策部会で言ったつもりだったのですけれども、実践ガイドの22ページとか23ページと

かで、下にいっぱい事例の写真がありますよね。できればどこかということを、例えば区の名前は入れてあ

げたほうが、市民の方々はうちの街が出てるとか、あそこの街が出てるんだったらうちも頑張らなくちゃと、

身近に感じてもらえる資料になる。以上です。 

○梶山書記 先ほどの野原委員からのご意見もあわせてお答えさせていただきます。まず、本編の27ページ

の空間、営み、感性のところで、空間のつながりといったところをもう少し示唆をしたほうがいいのではな

いかというところにつきましては、32ページなどで、例えば地形と歴史というところで、地形について特徴

的な地形、こんな要素の部分を重要としながら景観を考えていきますというようなことを入れたりしていま

す。ここら辺でつながりというような意識ができるようなものをもう少し加えていったり、あとは具体的な

こういった地形のところでも、横浜らしいというものがイメージできるようなものを、入れているところは

あるのですが、加えていくような形で調整をしていきたいというふうに思っております。 

 あと、制度の概要のほうのご意見について、実は前回の政策検討部会、17の政策と書いてあるファイルの

資料の、実践編の一番最後のところに、そういった関連する仕組みというものをご提案させていただいてお

りました。ただ、やはり中で議論した中で、本当にこれが全ての制度かどうかというようなこともあります

し、逆にこれしかないというふうに考えられてもまずいというところもありました。こういった内容につい

て、内部の関係者につきましては今ある資料をさらに充実させながら、こういった制度があるよということ

で共有認識を持っていくということをやっていきたいと思っているのですけれども、やはり実際の市民の

方々に制度全体を理解していただくというのはなかなか難しいというところもあると思います。そこは先ほ

どの実践ガイドの一番後ろにある制度と部署の一覧から、まずはこういったことがやりたかったときにご相

談くださいということ、その中で、各担当者がこういったいろいろな制度をご案内できるような体制をこれ
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から組んでいければと思っております。 

 あと、中津先生からご指摘がありました六大事業の件なのですけれども、順番等については調整をさせて

いただければと思います。悩ましいのが、ここで六大事業全般のことを書き過ぎると、都市デザインですと

か景観という範囲やイメージが広がり過ぎてしまいます。ここに書こうと思っているのが景観ビジョンの部

分というのもありますので、当然六大事業で始まったという要素は出しつつも、そこに焦点が当たり過ぎな

いようにうまく表記をしていく必要があると思いますので、どういった形でうまく載せられるかということ

についてはこれから調整をさせていただければと思います。 

 なお、実践ガイドの事例のところについては調整させていただきますが、区ですとか入れられるか検討し

たいと思っております。 

○野原委員 私からの２点の１点目は、27ページが悪いと言ったわけではなくて、全般を通じて断線化され

ている感じがあるということです。それぞれにこの地区はこうですとなっていたり、後の実践編もキーワー

ドを全部切り取って、パターンを専門用語のアレグザンダーのパターン・ランゲージ的にやりましょうと言

っているのですけれども、そのつなぎ方が一番わからないところです。そこのガイドがないと、パターンは

全部そろっていて、自由に使ってやってくださいと言われてもできない。先ほどの地形とかの話は、基盤と

いうか、もとになる話だから、どこかに、全体的にそういうつながりが大事だよみたいな空気が漂っていた

ほうがいいなという気がするのです。つながりが大事ですと１ページ書いただけだとあまり効果がなくて、

それぞれのところで広がり合って、こういうつながりを考えていきましょうという空気が漂っているといい

なというコメントでした。 

 ２点目の仕組みの方も、今拝見すると、17回目の政策検討部会の時の82、83ページに仕組みの全体がある

のですけれども、確かにこれは全部並べられてもわからないなという話です。というよりも、こういうとこ

ろは都市計画の厳しいところで決まっているから厳しく決められるものもあったり、少しみんなで一緒に決

められるものがあったり、幾つかこういうメニューが用意されているという全体のフレームワークさえわか

れば、細かいところはわからなくてもいいと思うのです。ただ、どんなあり方があるのかなという全体像が

見えないと、その中に位置づいているこれらの制度がわかりにくいのではないかなと思いました。確かに、

この２ページを載せましょうと言われると、これは見ても何のことかわからないかなと思うのですけれど

も。何かもう少しかみ砕いてわかりやすく伝わると、とにかく使われたり、みんなにアクセスしてもらえる

ようになるといいなということです。そうするための工夫がもう少しいるのかなと思いました。 

○西村会長 これは昨年からかなり大きく変えて、昨年の全体のスタンスが、市民が少しずつ学んでいくと

いうことから、もう少し専門的な話を入れたので、そういう流れの中でいろいろなものができてきたという

こともあって、断面とか、こういう形になっているところはあると思うのです。ただ、少しずつスタンスを、

横浜らしさという、もう少し固有の状況の中で書いていくということは、まだチャレンジできるような気は

しますね。 

○国吉委員 私も政策検討部会に入っておりまして、あまり言えないのですけれども、野原委員とか中津委

員がお話しされていることと関連して言いますと、六大事業を個別に書く必要はないのですが、六大事業を

きっかけに、いろいろなキーワードを総合的に進めるといいますか、そういう取り組みを横浜として意図的

にやって、特徴のある取り組みとして進めてきたと。そういった考え方というのは、景観づくりにおいても

なされていて、いろいろな事象がばらばらに行われるのではなくて、地域ごとに重なり合わせながら地域の

特色をつくってきたということで、むしろ、六大事業そのものよりもそこに取り組んできたフレームを、そ

れから都市デザインにつながるフレームをきちんと説明しておいて、それをやはり今後とも大事にしなけれ

ばだめだということです。しかし、そのフレーム、キーワードはやはりどんどん新しく加わってきて、空間

だけから営みとか感性などが加わってきて、重要になってきているというのでしょうか。そういう感じで、

前文で説明していれば、少しここも引用できるかなという感じがしています。多分前のところを強く言い過

ぎると、あまり変わらないことになってしまうので、むしろそうはしつつも、新しいキーワードを市民の方々

が開拓していっていただければいいのだと。だけど、どこかに重なり合いみたいなものがあって、常に地域

ごとにしていかないと、またばらばらになってきますから、その辺の兼ね合いがわかるようにどこかで表現

されていけばいいのかなという感じがいたしました。野原さんがおっしゃったように、ばらばらになるので

はないかという危惧もあるのですけれども、それは表現で何とかなるかなという感じがしました。 

○加藤委員 今回の景観ビジョンにつきましては、前から申し上げているのですが、身近な景観づくりのと

ころと、各地域の景観づくりにすごく期待をしているのです。それで、一番違和感がありますのは、本編の

44ページからの各地域における景観づくりの方向性なのです。これは、絵本のようになっていて読みやすく
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はなっているのですが、さっき野原先生がおっしゃったように断面で、二次元だと思うのです。これだと、

何に気をつければいいかはわかると思うのですけれども、私は、ではどうすればいいのというのが伝わって

こないような気がするのです。それで、これを一応生かしてということであれば、実践編は非常によく書け

ていますので、実践編のどれがどの事例か、例えば郊外であればこういう事例があるということが検索でき

たり、実践編の何ページにこんな事例として出ているようになっているとわかりやすいかなと思いました。

それが一つです。 

 もう一つ、実践編で申し上げますと、野原先生がおっしゃっていたのですけれども、一つの景観、まちづ

くりの中では、いろいろな制度が重層的に働いているというか、働かせないと実現しないというのがあるの

です。それが、実践手法の中に、キーワードだけでもあれば、その制度の名前からどこの部署に行けばいい

のかということがわかるので、もう少し丁寧であってもいいかなと思いました。それだけで相当使えるもの

になるかなと思いました。 

 それから、これは全くの希望なのですけれども、全体に横浜市のマップの中で、景観・まちづくりをした

ところがここでこうだというのが塗ってあるような、そういう地図があると、こんなにまだ抜けているんだ

とか、あるいはこのエリアについては、例えばこの実践編の何なのか、そういうことができて、いかに郊外

が手薄かということがわかると思うのです。もっと頑張らなければいけないな、というところです。何かそ

ういうものがあると、私としてはうれしいかなと思いました。いろいろ無理なことを申し上げましたけれど

も、市民の方がやはり各郊外のほうで景観づくりをしていくという意味では、その辺のところをご配慮いた

だけるといいと思いました。 

○鈴木委員 こちらの実践編なのですけれども、市民の方で、例えば町内会とか商店街などで、ちょっと困

ったことがあるとかこうしたいなどと思う方というのは、まず実践編のほうをぱらぱらと見ると思うので

す。あまり本編のほうは、特別な意識がないと興味を持たない方も実は多いかもしれません。そうしますと、

今、ほかの委員の先生方がおっしゃっていたように、この実践編から本編のほうに戻れるというか、本編と

の関連がちゃんとできるような形のほうがいいと思います。また、最後の39ページの「景観づくりにつなが

るまちづくりの手法や制度」というのもちゃんと書いていただいているのですけれども、一般の市民の方は、

まちづくりの手法や制度という言葉だと、それだけで臆してしまうところもあるのです。町内で何かしよう

かなと思っているとしたら、やはりここに窓口という言葉も入れる方がよいかと。普通の市民の方というの

は区役所が一番身近なので、まず区役所のまちづくりの相談窓口のほうにご相談くださいみたいな形が、も

うちょっと大きくあるといいかなと。下のほうにちゃんと書いてあるのですが、そういうところも目立つよ

うな形で記載していただけるいいのではないでしょうか。２つの景観ビジョンの本編と実践編といろいろあ

って、これを全部熟読して一生懸命勉強しても、一般の市民の方というのは、じゃあどうやって動けばいい

のかというところがあると思うのです。幾らいいものをつくっても、その地域の個別のことに対応している

わけではなく、あくまでもこれは横浜市全体の景観づくりなので、そのときにやはり二次元です。個別の状

況というのは三次元で、いろいろと空間の関係性というのも全部違うわけですから、そういうのを一番理解

しているところというのは区役所だと思うのです。だから、そちらにまずご相談してくださいということで、

あわせてこういう実践編から本編のほうも、区役所などを通じて市民の方にちゃんと説明していただいてい

くと、非常に使われるようになるのではないかと思います。以上です。 

○塩田委員 今まで先生方のお話を伺っていて強く感じることなのですけれども、市民向けの教科書として

ということから言いますと、これを拝見していて、市民としては自分の地域でアピールするべきポイントは

何よという、そのポイントを教えていただきたいなという感じがするのです。どういうことかというと、印

象に残るいい景観というのは、例えば水と陸地の境目の水際であったりとか、台地から平地の部分におりて

くる際であったりとか、印象的なスカイラインであったりとか、ランドマークであったりとか、見通しが一

本すっと通った場所であったりとかということがあると思うのですけれども、そういうポイントが地域の中

にないか探してみて、アピールするといいですよという部分が一つ入っていると、断面で示されているもの

が平面として見られるようになってくるきっかけになってくると思いますし、一つそういう説明がほしいか

なと思いました。以上です。 

○西村会長 使う側から見るとどうかという意見が複数出ていますけれども、ここまでで何かありますか。 

○梶山書記 いろいろとご意見をいただいた中で、やはり空間のつなぎ方ですとか、横浜らしい景観のポイ

ントですとか、そういったものがもう少し感じられるようなことが必要だという点と、あと六大事業からの

流れの中で総合的に進めていくこととか、地域ごとの重ね合わせといったものが必要だというようなことを

もう少し入れていったほうがいいというご意見。あと、実践編と本編の関係は整理させていただいたのです
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けれども、やはり実践編から入る方にもう少し本編をうまくつなげていったほうがいいですとか、逆のパタ

ーンもありまして、断面のところに実践編をうまく載せることによって、イメージをもう少し二次元的なも

のを三次元にという、ご意見があったと思うのですが、どこをうまく直せばそういったイメージが整理でき

るかというのは、もしかするといろいろな要素のところにそういったものをちりばめていくというところが

あるかもしれないと思いますので、今いただいたご意見を踏まえて検討します。一応意図して、例えば今の

10のポイントのところに実践編の実際の写真を入れさせていただいたりしているのですけれども、なかなか

すぐにそういった理解をできないというところもあると思いますので、どういう形にすればうまくつなげら

れるかとかについては個々、細かく見た上で修正案を検討させていただければと思っております。 

○西村会長 本編は本編だけで議論して、実践編は実践編だけで議論したので、全体を見て両方がどういう

ふうにこう関係があるかというのは全体を見ないとわからなくて、そこでやはりコメントが出てきている部

分も多いと思いますので、もう少し参照できるような、簡単なことでうまく解決できることも多そうなので、

工夫していただければと思います。それと、市民目線で見るとどうかという、窓口の話もありましたので、

表現の工夫も必要かなと思います。 

○野原委員 もう一個だけ簡単に。本編の10ページに景観法ここにある意味で政策の全体像というか、法と

か景観計画とか地区計画が書いてあるのですけれども、見るとやはり、せっかく頑張っていろいろつくられ

ている制度の中心が、街なか、都心部にしかないと。郊外でもっと使ってもいいのになと思うのですけれど

も、使えますよと言われても、やはり使わない。郊外でももっと広げられますよとかと言うのか、それとも

政策的に街なか中心にやりましょうと言っているのか。ぱっと見ると、こういう難しい制度は街なかじゃな

いとできないのかなみたいな感じに思われてしまうような気がするので、そうでなければ、もっとみんなで

いろいろ使っていかれるようにしていきましょうと、もう少しわかるとよいと思います。 

○西村会長 なるほど。先ほどの加藤委員の意見も、ここに反映されているというか反映されていないとい

うか、ということですね。ちょっとどういうふうにやるのか難しいですけれども。 

○野原委員 ここだけではないよ、みたいな。 

○西村会長 表現としてね。 

○加茂委員 さっきおっしゃられたように、やはりマップというのはキーワードではないかと思います。43

ページとか44ページとか、マップがあって、実はよく見ると臨海部、都心部、高密度な既成市街地、郊外、

何とかと書いてあって、それが１番、２番、３番、４番のそれぞれの地域ということで色分けされているの

です。ざっくり言うと、頭の中に入っていって、都市計画だとかそういうところは横浜のこういう構成とい

うのはちゃんとわかると思うのですけれども、一般の人たちがこういうふうに並んでいる羅列と図柄がリン

クするような、地域ガイドマップや旅行のマップのように、ここに行くとこういうようなものが見られると

か、実践編とリンクして、ここの地域でこういうふうにやった事例とかというのが吹き出しとかで出ていた

りすると、それは全て、今までここのところで展開してきたところがどこか１ページのところで合体してい

ると、わかりやすいのかなと思いました。さっきおっしゃっていたように、ずっと読んで、真剣になって考

えたときに文字は読むと思うのですけれども、最初のインパクトとしてはそれを把握できるというところに

なると思うのです。そのマップは、これだけ色分けもされているというベースがあるから、ここにつけ加え

たり、このインデックス自体が小さ過ぎてよくわからないというのもあるので、そういうところをちょっと

調整されるといいのかなというのがあります。 

○西村会長 そうですね。確かに全市的なマップというのはあまり多くないのです。ですから、もう少し工

夫があるかもしれない。たくさん出ましたが、これを今年度でまとめようとするとなかなか時間がないので

すけれども。 

○岡部委員 まず、こういう取り組みをされていて、これだけイラストとか色とかを駆使されてつくられて

いるということがすばらしいと思っています。逆に、その分心配なのは、例えば写真の精度が結構ばらばら

で、いいアングルなのかとか、何となくあるから載せているみたいなものが混在しているので、そこを整理

するだけでもぱっと見た印象が全然変わるので、写真の数よりも１枚の精度がものすごく大事なのだと思い

ます。過去の資産の中で多分多いから、みなとみらいとか大通りとかはきちんとした写真が残っているので

そういうものがメインになってきていて、でも例えば郊外でもこれから新しいことをしようとするのであれ

ば、そこにいかにも郊外みたいな写真が並んでいるとあまり見栄えがしないので、少しすてきな郊外の写真

を入れるだけで横浜の見え方が変わるのではないかなと思っています。 

 あと、今回の話ではなくて今後の話としての意見です。最近、企業とかでもそうなのですけれども、マニ

ュアルとかガイドラインのこういうものは、つくることが目的化してしまうケースがやはり多いのです。こ
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れを出すということは、問い合わせが劇的にふえるということが望ましいのだとすると、その劇的にふえた

ものを受け取る体制で今までとは違う状況をつくっていないと、いっぱい来るけど誰が対応するのですかみ

たいな話になってしまう気がするのです。こういうものを世の中に出すということは、その体制が後ろ側に

あるのかという話がすごく大事だと思っています。そうなったときに、単純に人を増やせばいいのかという

話ではなくて、いろいろなことがある中で行政だけに受けるものではないと思います。そういう話であれば、

こういう人がいるとか、こういう人に聞いてみたらとかという人的ネットワーク、人的資産が、おそらく行

政の中でも個人に帰結していると思うので、それが部とか局とかでマネジメントができていて、こういう話

が来ればこの方に話をしてもらおうとか、この人に振ってもいいと言ってもらっておこうとかという、バッ

クヤードみたいなものがあると体制が劇的に変わるのではないかなと思っています。表に出す必要はないと

思うのですけれども何となく暗黙知でやっているものを少しちゃんと整理するということを合わせ技でや

っているよいと思います。 

 あと、マニュアルは最近、動画の活用があります。ヤンマーさんでは引き継ぎのマニュアルも全部動画に

しているのです。つまりイメージでわかる話というのが、言語で説明して文章を読んで説明を聞いて、文書

で理解をするというのは結構ハードルが高いので、感覚的に左脳で理解させるのを８割ぐらいまで上げて、

あとの２割は担当者ベースで話をすればできるという状況をつくったほうがよっぽど効率的だということ

も最近は言われています。行政にそれを求めるのが酷なのはすごくわかりますが、動画みたいな手法がこれ

から先はもっと増えてくるのではないかなという気がするので、そこの精度とか感覚みたいなものをお持ち

合わせいただけたらありがたいなと思っています。 

 最後は実践ガイドの39ページにありましたように、皆さんから意見が出た話と同じで、制度の名前とか、

この制度があるということを知らしめられても、使おうとする側からするとわからないのです。困り事とか

やりたいことをやろうとしたときに誰に聞けばいいのか、どんな話があるのかみたいなことを、先ほどの組

み合わせみたいな話もあると思うので、順番的によくあるのは、名称、概要、担当部局なのですけれども、

僕は逆に担当部局の前に困り事があって、担当部局があって、制度の話を知らなくても極論を言えばいいと

いう話ではないですか。どういうことがあったときにこういう可能性があるということを理解してもらえる

と、もっと何かをやろうかなという人が増えると思うので、そこの足かせになるようなことを減らしていく

という話が大事なのではないかなと思いました。以上です。 

○西村会長 いかがでしょうか。いろいろありましたけれども。 

○梶山書記 先ほどマップのお話があったかと思いますけれども、今回大きく実践ガイドをまとめる中で、

郊外の景観のまちづくりの考え方をまとめるのにかなり苦労したところがありました。というのは、郊外の

景観的なまちづくりをご紹介するときに、景観だけでやっているものはほとんどなくて、地域まちづくりイ

コール景観というようなところもあって、その全体像を把握するというのが非常に難しいというか、限りな

く限界に広がっているという状況があります。郊外でもやっているよということを認識していただいたり、

ちゃんとわかっていただくということは必要だと思うのですが、それの全体把握をやろうと思うと違うほう

に力が働いてしまうところもあると思いますので、郊外でもやっています、こういったことができています

というようなイメージがきちんとわかるしつらえですとか、表現ということについては、調整していきたい

と思っています。ただ、なかなか全体をここで把握しましょうというところのイメージにはならないのかな

とは思っています。 

 あと、先ほどからご意見があったように、もう少しビジュアルですとか見え方ですとか、そこら辺は工夫

できるところもあると思いますし、特に実践ガイドの39ページのあたりは、やはり皆さんがおっしゃるとお

り、どちらかというと、どういった困り事があったときにどこに相談をするのかというのがわかるのがまず

一番必須の要件かと思いますので、そういったことがわかりやすいような資料に組み立てを変えていきたい

と思っております。 

 あと、岡部委員からありました、この後のことです。作って終わりでは意味がないというところだと思い

ます。やはり先ほどのように、まずは相談しないと市民の方も動けないと思いますので、相談される側の職

員に対して、どういう形で今のビジョンですとか実践の部分を皆さんに学んでいただいて、そこで住民の方

ですとかそういった方に答えられるかということは、やはり継続的に研修をしたいです。実は局横断という

システムがありまして、今年は景観カフェというプロジェクトで景観を協議している部署が集まって、これ

からのいろいろな課題に対応しようということを検討していったりするのです。そういった形で、引き続き

都市デザイン室が直接やるというのは非常に少ないですので、実際に窓口になる職員の方々に、どういう形

でこの考え方ですとか、実践的な実例を伝えていかれるかということは引き続きやっていく。その中で、今
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あるものも活用しながら、新しいことで必要であれば、動画ですとかそういったものも作成するということ

も検討しながらやっていきたいと思っております。 

○西村会長 ありがとうございます。区の窓口に来なさいといって、区の窓口が冷たい対応をされたら意味

がないですからね。その意味では、今後の対応のことも、市の広報やその後の検討のところでまた議論にな

ると思います。また、最終的にはこの冊子はデザイナーの目を通して、写真も含めてもう一回デザインし直

してもらうということですね。 

○加藤委員 先ほどの郊外のお話なのですけれども、アイデアとしては本編の19ページにございまして、地

域まちづくりのお話です。このマップがあまりにも小さ過ぎて、おっしゃるとおり景観にかかわった事例と

しては少ないのかなと思うのですけれども、景観まちづくりにつながる土壌だと思うのです。これがやはり

身近な景観をよくしていこうみたいな動きになると思うのです。あるいは、まだ動いていないところもあり

ます。私が認識しているのは、ある方へのヒアリングだったのですけれども、郊外では目指すべき景観像と

いうか市街地像がはっきりしない。だから、地域まちづくり課というのをきちんと設けて、その中で地域の

人たちに目指すべき空間像を考えてもらうんだみたいなことを聞いたことがあるのです。そういうこともあ

りますし、これは非常に大きな目だと思うので、こういうものを大きく、私は折り込みの形でＡ３判が好き

なのですけれども、まあＡ３判とは言いませんけれども、そうしていただくと少しイメージが景観とつなが

って理解していただけるかなと思いました。以上です。 

○鈴木委員 マップのことを委員の先生方がいろいろご指摘されていますけれども、本編の43ページの景観

構成図についてです。私はずっと横浜に住んでいるのですけれども、自分の身近なところとかよく行くとこ

ろはある程度拠点のところがわかっているのですが、横浜市民をずっとやっていても、やはり郊外駅前とか

拠点のところというのは、地名とか駅名などを入れていただかないと、恥ずかしいお話なのですけれどもわ

からないのです。これはマップが小さいから、例えば川の名前も入っていないし、鉄道とかそういうのも入

っていないけれども、きっとそういうのは入れられないのだろうなと思います。景観の構成図としてはこれ

でいいのかもしれないけれども、普通の人がわかるというのは、やはり区の名前であるとか、拠点の街の名

前であるとか、重要なところをところどころ入れてもらわないとわかりにくいところがあるので、せっかく

つくるのでしたらＡ３判ぐらいの大きな地図にして、先ほどガイドマップみたいなものとおっしゃっていま

したけれども、そういう感じで親切につくっていただけると皆さんの使い勝手がいいのではないかなと思い

ます。 

○西村会長 ありがとうございます。関委員、お願いします。 

○関委員 ほかの委員の方が話されたことと同じような内容を違う言葉で言っているのかもしれませんけ

れども、こういうビジョンですから、きちんと言語化するというのが大事で、それを冊子の形なりＰＤＦで

公開するというのは大事なのですが、やはりこういう事柄ですと、前提があって、今までのいきさつがあっ

て、演繹的に10のポイントを出して、それを６つのエリアでということで、その辺の内容は全部充実してい

ると思うのですが、皆さんがおっしゃるように、それがリンクされていない、いまいち関係がわからない、

ちょっとばらばらになっているということで、これを何とか解消したほうがいいと思います。 

それから、もともと身近なところでの景観づくりというのにまだ課題があるのでということですから、身

近なということは６つのエリアというよりももっと細かい、個別的・具体的・ローカルなスペシフィックな

場所ごとでの課題ということなので、それは当然どちらかというと機能的にというか、具体的なところから

発想されるので、その関係がビジョンとして包括的に書かれていることとつながらないといけないと思うの

です。そうしないと、やはり共有というのは難しいと思います。 

先ほどマニュアルが動画になっているという話もありましたけれども、これがもしウェブサイト上で公開

されるのであれば、ウィキペディアなどを見るとそれぞれのキーワードがあって、クリックすると飛べるよ

うになっていたり図になったりしますね。技術的にはできると思うのですけれども、よりわかりやすい形で、

何か言葉が出てきたらこれは実際はこういうことなのだと、より深くというか広がりというか、あるいは具

体的な事例みたいなものに飛べるように、そういう表現方法を将来的に工夫されるといいと思います。多分

これをＰＤＦで全部ダウンロードしてプリントして読む人はいないと思うので、その画面を見ていくと大き

くマップが出てきたり、そういうコンテンツの表現というか、フォーマットを考えられるといいかなとちょ

っと思っています。将来の課題ということだと思いますけれども、現代でいくとただ紙ベースというか、１

枚の画面で動かないというのではないことができる時代になっていると思いますので、その辺を今後も検討

していただければと、そういう気持ちです。 

○西村会長 ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。随分コメントが出たので、最後に幾つかの
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コメントに関しては事務局のほうで対応がありますか。地名を若干入れてわかりやすくしたほうがいいので

はないかというのは、ユーザー目線から見たら確かにそうですよね。何らかの工夫をしてもらうと。 

○梶山書記 図面自体がかなり小さかったりしてわかりづらいとか、そういったところもあると思います

が、先ほどももともとの景観ビジョンからしますとかなりの分量がふえてしまっているというところもあり

ますので、その中でどういったわかりやすさと分量の配分がいいのかというところをちょっと検討させてい

ただいて、一部やはりもう少しわかりやすく、図面に入れていく情報については入れていくというようなこ

とで整理をさせていただきます。 

○西村会長 ありがとうございます。今後なのですけれど、議論するたびにいろいろなコメントが無限に出

るので、最終バージョンというのは難しいかもしれませんけれども、どこかで区切らないと次に進めません

ので、これで改定できる部分は改定してもらって、そのことは委員の方にお知らせができるようにして、市

民意見募集に進んでいただくと。そこでもいろいろ出るでしょうから、その改定版を、これは政策検討部会

になるかもしれませんけれども、部会で議論をして、できればその中身をご報告する形で今年度中に進めた

いということですよね。 

 ということで、ご意見はあろうかと思いますけれども、少なくとも前のバージョンよりもかなり違う形で、

やろうとしていることが目に見える形になっていると思いますので、そういう形で進めさせていただきたい

と思いますけれどもよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○西村会長 大変充実したご意見をありがとうございました。それではそういう形で引き続き検討を進める

ということで、進めていただきたいと思います。 

 

 

 

（２）「（仮称）山手地区景観計画」及び「（仮称）山手地区都市景観協議地区」の素案の案について（審議） 

  

○西村会長 議事（２）「「（仮称）山手地区景観計画」及び「（仮称）山手地区都市景観協議地区」の素案の

案について」、事務局から説明をお願いします。 

 

議題２について、事務局から説明を行った。 

 

○西村会長 ありがとうございました。この景観計画と景観協議地区に関しては、今度、法定的な手続きの

中ではありますけれども、今日が中身に関する議論としては最後ということになっております。一度説明を

していただいておりますが、何かございましたら。ガイドラインに関しては、景観審査部会のほうで少し見

ていただけるということですね。 

○鈴木委員 細かいことなのですけれども、資料２－２の９番目の自動販売機の基準についてです。山手は

あまり飲食店とかそういうものがつくれませんので、例えば石川町からずっと港の見える丘公園まで歩くと

相当長い距離があって、ある程度自販機がないと、特に夏場などは皆さん真っ赤な顔をして歩いているので

困ると思うのです。自販機なのですけれども、前に首都高速道路のパーキングエリアで、自販機の色やデザ

インがすごく悪くて景観上によくないというので、メーカーさんに言って、自販機のデザインや色を統一し

てもらったらすごくすっきりしました。そういうこともあるので、景観上のことを考えるのだったら、山手

の自販機のデザインイメージを、メーカーさんに提言するといいと思うのです。案外親切に、そのときはや

ってくれました。ですから、細かいことなのですけれども、道を歩いていて、赤い色のすごくがちゃがちゃ

した自販機が出てくると違うので、そういうところも目配りしていただければよろしいかと思います。 

○説明者（島田係長） ご意見ありがとうございます。現況、自動販売機は港の見える丘公園の前や駐車場

の中に設置され、あまり景観上よくないようなものも見受けられます。そういったものを何とか今後景観上

配慮するようにしていきたいと思っておりまして、周辺の景観に配慮するというような記載がありますけれ

ども、その具体的なイメージを、ガイドラインのほうで写真等を使ってこういうものを求めているのだとい

うものを、事業者にもわかるような形で示していきたいと思います。 

○野原委員 先ほどのスライドの20ページのところで、除外するエリアに関してというのがあったと思いま

す。一応正確にというか補足というか、景観審査部会で私が申し上げた意見としては、もともと保全要綱の

エリアと今回の赤い線の間ところというのが、今までは要綱がかかっていたわけですけれども、外すという
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ことになります。やはり裏側に山手の地区があって、その手前に何かが建つということが全体の風景として

課題になるということもあり得るので、バッファーとしてここのところに何らかの形があってもいいのでは

ないかというのを申し上げました。それに対して、資料２－２にお答えも含めて書いてあると思うのですけ

れども、今回は外す案ですという、そういう議論をしたということです。 

○西村会長 もう少し補足していただけますか。 

○説明者（島田係長） この区域を外すことについては、用途地域の問題ですが、現況の写真も景観審査部

会でお見せしたりしています。現況は住宅で、大通りから一本挟まった平らな土地でして、市のほうとして

は、現在の山手の要綱がかかっている中でも特段審査するところがないような状況でございます。ここにさ

らに色彩などの規制をかけていくと規制強化されてしまうということもありまして、今回外すことについて

は影響がないという判断のもと、今日のようなご説明をさせていただいております。 

○野原委員 奥に丘があると思うのですけれども、建物が20メートルで建ったりすると見えないのでいいで

すという話になっているとは思うのですが、手前の景観と合わせて景観ですから、むしろそこのところを高

さとかではなくて、まさに形態意匠で一緒にどうやってできるかと考えることこそが景観の仕組みの一番効

くところではないかなと思いました。逆にそういう意味では地区計画などに比べたら全然厳しくないわけで

すから、そういうところも議論していく対象なのではないかなという気がします。 

○西村会長 そういうご意見もあるということですね。単純に外すのではなくて。新山下方面の区域ですよ

ね。そこはこれからも少し課題になるかもしれませんけれども。 

○足立課長 今の野原先生のご意見につきましては、部会のほうでもかなりやりとりをさせていただきまし

た。例えば、山手の山の上から元町の低い部分を越えて見える景観については、元町とか石川町のエリアに

建つ建物を、景観を守るために制御していかなければいけないという考えで区域に入れています。逆に今の

部分につきましては、山手の丘から、逆に外したところを越えて見ていく方向に対して何かをしなければい

けないか、制限をかけなければいけないかという部分で、一定の判断をしています。こちらの黒い点線沿い

の低い部分は、基本的にはしっかり横浜市としてそうした景観、風致的景観を守っていくべきなのかどうか

ということに関しては、都市計画の考え方としても外していこうというのが40年前の判断でした。そういっ

たことも踏まえて、例えば丘から遠くを見るときに何かコントロールをしなければいけないのか、それから

さっきの写真のように低い部分から山手の丘を見たときにその部分をコントロールしなければいけないの

かということについて、法的な規制をかけてでもやるべきかどうかというところで今の考えに至っていま

す。議論の中では、さほど厳しくないとは言いつつも、全体として導入した景観計画の規制をしっかり確実

に守らせていくということが必要だと思っています。そのためにガイドラインをつくりながら担保を図って

いきたいと考えていますので、そこはしっかり行政として守るべきところなのかどうかという判断はしてい

くべきなのかなと考えています。 

○西村会長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

 若干意見が相違するところもありますけれども、大枠としてはこういう方向で進めたいということで、ご

了解いただくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○西村会長 ありがとうございます。それでは、そういう形で進めていただきたいと思います。 

 

 

 

（３）各部会の開催状況について（報告）  

 

 ・各部会の開催状況について、事務局から説明を行った。 

 

 

（４）都市デザインの広報について（報告）   

 

・都市デザインの広報について、事務局から説明を行った。 

 

 

（５）現市庁舎街区等活用事業の進捗について（報告） 
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・議題５について、事務局から説明を行った。 

 

 

○西村会長 これも以前一度ここで議論して、そのときは少し高層棟ありきではないかという議論になった

のですけれども、今日もご説明にありますように、高層棟ありきというよりは、高層棟も含めてさまざまな

可能性の中で一番いいものを選びたいという趣旨だということであります。 

○大西委員 今、大変スピーディーに説明いただきまして、その中でも最初のところで特に関外エリアの地

域、全体的に衰退しているというようなお話があったかと思います。今回のこの計画でも、広い意味では、

関内エリアの中核となる現市庁舎とか隣も含めたものというのは駅前でもあるし、この関内エリアのほう

は、いろいろな案も出て、おもしろいものが出てくる、前向きなものになろうかと想像ができるのですけれ

ども、やはり私個人的には、関外のほうをどうするのかと。この委員会は景観についてのものですから政策

的なものではないのかもしれないけれども、どういう街にしていくのかという、関内と関外とのつながりが

ないと、景観一つにしても、海に向かって手前の関内のほうで独自で超高層や何かがどんどんつくられると、

関外で同じような高いものを考えたいというときに制約が出てくるのではないかなという感じがするわけ

です。その辺の一体的な考え方、そのあたりのことを伺えればと思います。 

○説明者（黒田課長） 関外につきましては10ページに記載しておりまして、確かに関内も厳しいけれども

関外はさらに厳しいという状況がございます。関外のまちづくりとしては、大きく土地利用のコントロール

と拠点的なものをつくるもの、あとはインフラがあるかと思います。拠点的なものにつきましては、上の地

図の３つです。関東学院様、あとは文化体育館で約5000席のホール、約2500席のホール、そういったものが

できて、拠点性は生まれてきたかと。あとは、それらを回遊させる動線が非常に弱いので、そこにつきまし

てはできるかどうかチャレンジングなのですけれども、歩道を拡幅して、関内と行きやすくして回遊しやす

くするというところ。あとは、ＪＲ京浜東北線が関内・関外を分断しているわけではないのですけれども、

見通しも含めて一体感がちょっとというのがありますので、まずアクセシビリティを上げて、もう少し抜け

の空間をつくったり、もっと関内・関外が一体であるというようなハード整備を進めていきたいと思ってい

ます。 

 高さにつきましては、ここは景観計画がございませんので、基本高さは31メートル、商業地域なので総合

設計を使うと最高75メートルというのがあります。ただ、本当に街が求めているようなものを、通常の形で

は呼び込めないような、そういったものをもしつくるという事業をよりよい計画で誘導するというときがあ

れば、地区計画等手法はございます。全て緩和するというわけではないのですけれども、いい街を誘導する

ためには既存のルールにとらわれない議論というのも必要かなと思っています。 

○大西委員 これは景観委員会のこととは全く違うとは認識しておるのですけれども、大体関内・関外とい

うのは古い建物が多くて、耐震性の問題であるとか、そういうこともあまり改善が進んでいないように思わ

れるのです。この関内の市庁舎跡を中心としたものを何かどんどん刷新されたとして、関外や何かの地区に

ついて、スケジュール的なものでそれが連動して進めばいいのだけれども、耐震性の改善なども進まないと、

オーバーに言うと安全性においてそこが危険なエリアみたいなことになって、全体の足を引っ張ってしまう

ような可能性もあるのではないかなということが気になるものですから、その辺もご配慮いただければと思

います。 

○西村会長 ありがとうございます。要望だということでご理解ください。 

○鈴木委員 関内と関外が連動するというか、それが今の段階では非常に難しいという話でしたけれども、

11ページの地図を拝見していると、港のほうに連なる緑の軸線というのがすごく重要になってくると思うの

です。現市庁舎というのは、真ん中というか、そこにありますので、ここがつながるかつながらないかとい

うのは、現市庁舎の活用次第だと思うのです。今までは鉄道で分断されてしまって関外は裏みたいな感じで、

ホテルなどができても結局やっていかれなくて福祉施設になってしまうとか、関内のほうとは随分落差があ

りました。現市庁舎の活用事業ということで、思いつきみたいになってしまうのですけれども、歴史的な村

野さんの建造物ですので、１階のピロティーなどは当時の最先端で非常にモダニズムだけれども歴史を感じ

させる空間なので、例えばああいうところを美術館的な使い方をするとか、うまく言えないのですけれども

フリースペース風なものをつくって、それで緑の軸線で港まで誘導する。または港のほうからこちらのほう

に、せっかく大通り公園というのもあるのに、その割にこちらのほうに人が行かないので、やはり今の市庁

舎の活用というのはキーポイントになると思います。一部保存のような形で、それで古いものと新しいもの
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の景観的にいいものをつくって、両方がランドマークになるような建物として、それで両方をつなぐような

形でやっていただければいいのではないかなと思います。 

○西村会長 ありがとうございます。そういう希望があるということですね。ほかはいかがでしょうか。 

○中津委員 今、緑の軸線の話に触れられたので、それをちょっと深堀りしたいと思います。関内・関外を

つなぐというのを、電車がどういうふうに壁になっているかというのは当然皆さんご存じのとおりだと思う

のですが、ただ、緑の軸線として緑が線的につながっていればいいというようなレベルで、全然デザインさ

れていない。本当に歴史的にもったいないことだなとずっと思っていました。例えば大通り公園も学生たち

がすごく今調査していて、どういうふうに使われているかというのは私たち結構把握しているつもりなので

す。やはりこういうのを、ただ単に緑でつながっているとか、駅の下通路でつながっているじゃないかみた

いなことではなくて、オープンスペースをどういう人たちがどういうふうに活用するかということ。オープ

ンスペースのリノベーションが街の周りの地域の不動産価値を上げるというのは海外でいっぱい実験事例

があります。それをただ緑でつながっているからいいじゃないの、あとは周りの建物が頑張るんだというよ

うなことで、最終的には景観の誘導イコールどういう建物を建てるかというようなことに非常に特化してし

まい、フレーズの中では街が求めているというフレーズがよくありますが、具体的には一個一個地権者がこ

ういう建物をつくりたいとか、そういうことを意味しているとしか思えないようなことになっているのが非

常に残念かなと思っています。このオープンスペースは、緑がつながっているだけではなくてその中でもど

ういうふうに強弱をつけながら、場所によって使っている人たちが全然違うわけですから、それぞれに合わ

せてもっとそれを魅力的にしていく。そのことがひいては建物も含めた総合的な景観、それと人のにぎわい

が新しくどんどん生まれてくるきっかけになるということをもうちょっと考えてもらったほうがいいかな

という気がします。以上です。 

○西村会長 オープンスペースの質について、もう少しきちんと研究をすべきだということですね。 

○中津委員 具体的に。 

○西村会長 ありがとうございます。使い方を含めてですね。例えば、くすのき広場みたいなものを、では

どういうふうに評価して、どういうふうに今後していくのかというのは、まさにこの土地の、今までのアー

バンデザインの歴史でもあるわけですよね。そういうものをどういうふうに考えるのかということもあるか

と思います。 

○加茂委員 皆様の意見のように、やはり11ページのこの概念図が結構重要で、それを見ると一つ一つの建

物というよりは、この文化体育館へのアクセス動線、みなと大通り、それから緑の軸というのが一つあって、

インフラというか、そこをつなぐ道をどうするのかという、それが一番の議論かなと思います。 

 それと、やはり駅です。その結束点の部分、関内・関外をつなぐ部分は高架下も含め、駅の構造、その駅

からどうやって人が出ていくのかという人の流れ、そういうところを重点的に議論していただきたいと。 

 あと、１階回りはにぎわいのあるようなオープンスペースにしていくというようなお話もここに組み込ま

れているので、まさにそのとおりだなと思います。 

 それから、建物の赤いぽちぽちを全部見ていくと、その軸線から派生していく部分の何かメインになる部

分をつくっておいたほうがいいのかなという感じもしました。ちょっと裏になっている部分があるので、表

軸をつくるのだとするとそこからどうつくるかみたいなことです。 

○説明者（黒田課長） ありがとうございます。 

 この軸線をやるとともに、それに波及するものというところは、特に関外側です。10ページの左上の地図

のオレンジの横線になるのですけれども、左右に貫いている動線です。これはサブ的な動線にはなるのです

けれども、関内の中のネットワークで重視したいのは青の文体前と緑の軸線なのですが、ただ、それだけで

はなくて、それは面として捉えて、例えばこのオレンジの線を左側に行くと伊勢佐木もありまして、そうい

った意味で２本の軸線だけではなくて、なるべく表と裏をつくらないようなまちづくりを進めたいと思って

います。具体的に、このオレンジはハードをどうするのよというところはなかなか難しいのですけれども、

そこも効果を限定的なタイミングを、検討としてはこういった横軸というのも含めた検討をしていきたい

と。アウトプットがどこまでかまだわからないのですけれども、やっていきたいと思っています。 

○国吉委員 私は現庁舎街区活用の審議会にも入っている立場なのですけれども、特に都市美対策審議会と

いうことで、ここの景観的なものをどういうふうにしていくかというのはやはりある程度確認しておいたほ

うがいいかなと思います。既に事務局から説明がありましたけれども、みなとみらいとは違うここの特性を

大事にしながら成長させていくということで、この街のできてきた歴史であるとか、市庁舎がここにあった

とか、港町の歴史、それからそういった建造物も含めて歴史を踏襲しながら発展させる仕組みを提案してい
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ただくということで、全てゼロにするということではなくて、活用型をどうするかということが大きいと思

うのです。それとその中で、中津委員さんがおっしゃったような、形態だけではなくて、そこから新たなに

ぎわいをどうやってつなげていくか、新たな、かつての時代とは違う、これからの街の活力をどうやってつ

くっていくのかというのは、歩行者であったり、広場の活用であったり、いろいろな要素があって、そうい

うことも盛り込んだ新しい景観計画を期待するみたいなことをメッセージとして、コンセプトブックには出

して言ったほうがいいのかなというような感じがあります。そういう意味では、高さが無制限ということで

はなくて、この地区の特性を生かしながら、しかしある程度の保存、うまく共存したつくり方であれば柔軟

に対応する部分もあるみたいな、総合評価をしていく、その辺が出ていくようなコンセプトブックにするべ

きではないかという感じでおります。その辺を一応ここでも確認をしておきたいなという感じがしました。 

 もちろん一番大事なのは、この地区の特性を生かしてどういった新しい活動を誕生させるかということで

して、それがないと、景観だけではなかなか持っていけないというのがあるので、それは最大限事業者の方

には提案をいただきたい。ここならではの新たな使い方です。既存のもの以外のものも新たに出てきてほし

いわけですから、活力といったようなものも最大限に提案していただきたい。そんなことで、まず景観のと

ころで、そういったニュアンスをメッセージとして出せるようなコンセプトブックにしていかれればと思っ

ています。 

○野原委員 資料の５－１を拝見しますと、エリアコンセプトブックの第１章というのが市民意見募集にも

かかるというふうになっています。一応私も活用事業の委員会の委員でもありますけれども、どうせ市民意

見募集をしてちゃんと通るのであれば、どこがポイントになるかというのがちゃんと市民にわからないとい

けないと思います。総論は多分賛成というか特に大きな意見もないのではないかと思うのですけれども、具

体的に言うと、例えばここの歴史性とか文化みたいなものを一体どう捉えているかというところであるとす

ると、27ページのところに市庁舎のあり方についての実施方針のところもありますけれども、これも１章で

きっちりこういうところも実施方針としてはこういうふうに考えているのだけれども、どうであるかとか。

あるいは、一部基準の改正ということもございますけれども、改正をしていくとなると多分いろいろな検討

をする中で本当にどういうことがあり得るかというのをきっちり考えなければいけないと思うのです。ここ

ではどういうことを考えてやっているのかとか、手前のところでは機能も少し、実際緩まっている前提とい

うか、書かれていますけれども、どこが変わるのかというのをきっちり市民にわかるように示さないと、何

が変わるのか自身がわからないのでいいも悪いもないという形になってしまうと思います。そういう意味

で、どこが明確にポイントなのかというのがわかるように説明されたほうがいいのかなと思います。 

 あと、実際景観そのものに関してというのが、２章の、本日ですと24ページ以降が今後具体的な内容につ

いてになると思うのですけれども、やはりここでも27ページのほうでは行政棟は活用を基本としつつとある

ので、その活用の仕方についてどういう可能性があるのかというのを、ぜひきっちり議論できる形になると

いいなと思います。エリアコンセプトブックですけれども、先ほど大西委員から周りの建物への波及などは

どうなのかという話もありましたが、エリアの景観がどういうふうになるのかがほとんど書かれていないと

いいますか、そこに関してはないです。この建物が周りに対してどうなのかというのは議論されているので

すけれども、エリアを関内駅周辺地区に限定してしまうと赤い線で区切られてしまうのですが、本当は街の

中の風景が今後こういうふうになっていく、あるいはこういうことが予想されていく、あるいはこういうこ

とを目指していく、まさに先ほど景観ビジョンの話もありましたが、中でここがどうなっていくかというと

ころがほとんど触れられていないのかなという気がしました。少し周りの景観がどうなっているのかとか、

そういう部分も含めて議論する必要があるのかなと思いました。 

○西村会長 なるほど。それは、主には第１章のことですよね。１章は市民に意見を募集するからには、き

ちんとした対処方針が市民にわかりやすくあるべきだということですか。同じようなことを、私は第２章の

ほうの現市庁舎街区にも言えるのかなという気がしています。接して向かい側の街区があるわけですよね。

例えば、みなと大通りだとすると、みなと大通りという軸がどうあるべきかというようなことがあって、そ

この接している街区なのでみなと大通り側のオープンスペースの考え方というのが出てくると思うのです。

その意味では、もう少し第２章のほうも街区とはいっても街区の接している通りとしては将来どういうふう

な通りを目指すのかとか、ベイスターズ通りもそうですよね。あそこは、まさに道路の位置までつけかえた

わけですから、そうしてまでもやろうとした思いがあるわけです。そうすると、今後その通りをどういうも

のとして考えるのかとか、そういうことはあるのではないかと思います。そこがあると、例えば今、みなと

大通り側は駐車場になっているわけですけれども、そういうあり方とは違うものが提案されるわけなので、

そのときにどうあるべきか、ということが大きな手がかりになるのではないかと思います。 
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○説明者（黒田課長） みなと大通りにつきましては、道路局と一緒に調整させていただいているのですけ

れども、やはりみなと大通りはみなと大通りで着目して、単に車と歩行者のバランスが変わればいいという

だけでなくて、そこをどういうデザインにするかですとか、どういったアクティビティが行われるかという

ことが重要になってきますので、それはそれで別途調整しようと思っているのです。ただ、会長がおっしゃ

るように、現市庁舎街区のスタジアムと接しているところというのは、まさにみなと大通りと一体になって

いる空間ですので、そういう意味ではその設計者のヒントとして、今横浜市はみなと大通りをこういうふう

に考えているよ、こういうコンセプトでやるよというのがあれば、第２章に対することを入れて、では、そ

れと連携して我々はこう考えようというふうになると思いますので、そこについては２章についてもそうい

った文章を入れるというのはあるのかなと思っております。 

○西村会長 いかがでしょうか。少し時間が押してしまいましたけれども、幾つか建設的なご意見が出たと

思いますので、それを反映させていただいて、次につなげていただきたいと思います。それでは、この件に

関してはそういうことでよろしいですね。 

○説明者（黒田課長） ご意見を踏まえまして、８月にもう一回審査委員会がございます。第１章につきま

しては、その後市民意見募集をして、さらに２回ほど審査委員会が、国吉委員、野原委員を含めてご議論い

ただいて形にしていきたいと思っているところです。 

○野原委員 結局、今日の具体的な中身が正直わからなかったというか、今回都市美対策審議会として、こ

の景観がどういうふうになるかという具体的な内容がなかったような気もするので、そういう意味で、その

辺は部会もあったりしますので、そういう中で議論はもう少し必要なのかなという気がします。 

○西村会長 親会ではタイミングとして合いませんが、できればここでどういうふうな改定になったのかと

いうことに関しては景観審査部会で何らかの対応をしていただけるとありがたいと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

○説明者（黒田課長） 公募が１月から始まりますので、具体的な２章の、先ほどの26ページ、27ページが

出てくるのはもう冬ぐらいになります。１月より後でしたら、こういった形で公募を行っていますという報

告になりますし、それの前に景観審査部会ができるのであれば、こういった形で公募しようと思いますとい

うことでご報告をして、ご意見をいただくということもできるかと思います。 

○西村会長 それは日程調整も含めて、どういう形で持てるのかということを検討していただきたいと思い

ます。ということで、親会としてはタイミングがないわけですけれども、景観審査部会のほうに委ねたいと

思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○西村会長 ありがとうございます。 

 

 

 

○西村会長  

 議事は以上ですけれども、何か事務局から簡単に確認していただけますか。 

 

○梶山書記 ありがとうございました。本日ご審議いただきました内容の確認をさせていただきたいと思い

ます。 
まず、景観ビジョンの改定につきましてはさまざまご意見をいただきましたので、一度こちらのほうで案

を取りまとめさせていただきまして、またご報告等させていただければと思っております。 

あと、山手地区の景観計画及び都市景観協議地区につきましては、おおむねご了解をいただきましたので、

今後法定手続きを踏まえまして、またこちらの都市美対策審議会にもご報告等をさせていただきたいと思っ

ております。以上が案件についてのご説明になります。 

 本日の審議会の議事につきましては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づき、審議会の議事

録について、あらかじめ指定した者の確認を得た上でそれを閲覧に供することとなっております。本日の議

事録は、会長の確認をいただき閲覧に供することとさせていただきたいと思います。 

 

○西村会長 ありがとうございました。さて、次回の日程等について、事務局からご説明ください。 

 

○梶山書記 次回につきましては、また改めて日程調整をさせていただきます。 
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閉 会 

資  料 資料１ 横浜市景観ビジョンの改定について 

資料２ 「（仮称）山手地区景観計画」及び「（仮称）山手地区都市景観協議地区」の素案の案について 

資料３ 各部会の開催状況について 

資料４ 都市デザインの広報について 

資料５ 現市庁舎街区等活用事業の進捗について 

その他：第124回横浜市都市美対策審議会議事録 

特記事項 ・本日の議事録については、会長が確認する。 

・次回開催の日程等は、別途個別に日程調整する。 

 


